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　「
社
員
が
自
分
の
会
社
を
普
通
に
好
き
だ
と
言
え

る
会
社
に
し
た
い
」と
い
う
安
好
示
社
長
の
言
葉
に
、

「
会
社
も
仕
事
も
好
き
で
す
」
と
笑
顔
で
返
す
の
は
、

入
社
５
年
目
の
片
野
さ
ん
。「
個
人
の
ラ
イ
フ
ス
タ

イ
ル
や
意
見
を
尊
重
し
て
く
れ
る
し
、
資
格
取
得
な

ど
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
し
た
い
と
き
は
背
中
を
押
し
て
く

れ
ま
す
。
こ
う
し
た
働
き
や
す
い
環
境
で
、
年
代
の

垣
根
な
く
ワ
ン
チ
ー
ム
で
仕
事
に
取
り
組
め
る
こ
と

は
、
本
当
に
あ
り
が
た
い
で
す
」
と
続
け
ま
す
。

　
鉄
道
の
運
行
・
電
力
管
理
や
旅
客
案
内
、
消
防
管

制
な
ど
、
私
た
ち
の
暮
ら
し
を
支
え
る
シ
ス
テ
ム
の

開
発
を
手
掛
け
る
㈱
ネ
ク
サ
ス
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
。
同

社
の
車
両
運
行
関
係
シ
ス
テ
ム
の
技
術
は
、
業
界
内

で
の
信
頼
も
一
際
厚
い
。
現
在
は
、
建
設
機
械
メ
ー

カ
ー
が
開
発
中
の
鉱
山
で
無
人
走
行
す
る
大
型
ダ
ン

プ
ト
ラ
ッ
ク
自
立
運
転
シ
ス
テ
ム
な
ど
の
新
た
な
シ

ス
テ
ム
開
発
支
援
に
も
力
を
入
れ
て
い
ま
す
。

　
片
野
さ
ん
は
、
消
防
業
務
の
実
績
管
理
を
シ
ス
テ

ム
化
し
、
報
告
や
統
計
作
成
を
円
滑
に
す
る
「
消
防

業
務
支
援
シ
ス
テ
ム
」
の
開
発
・
ヘ
ル
プ
デ
ス
ク
を

担
当
。「
シ
ス
テ
ム
の
開
発
か
ら
サ
ポ
ー
ト
ま
で
、

一
貫
し
て
お
客
さ
ま
目
線
を
意
識
。
操
作
を
迷
わ
な

い
、
直
感
的
に
使
え
る
シ
ス
テ
ム
づ
く
り
を
心
掛
け

て
い
ま
す
」
と
片
野
さ
ん
。

　「
だ
れ
も
が
ス
ム
ー
ズ
に
操
作
で
き
る
よ
う
、
完

成
し
た
シ
ス
テ
ム
を
、
あ
ら
ゆ
る
視
点
で
テ
ス
ト
し

ま
す
。
そ
の
分
、
工
程
も
増
え
て
大
変
で
す
が
、
こ

の
作
り
込
み
が
、
シ
ス
テ
ム
の
完
成
度
と
お
客
さ
ま

の
満
足
度
に
つ
な
が
り
ま
す
。
自
分
の
作
っ
た
シ
ス

テ
ム
が
お
客
さ
ま
の
期
待
に
応
え
ら
れ
た
と
き
は
、

や
っ
て
よ
か
っ
た
な
と
、
や
り
が
い
を
感
じ
ま
す
」
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1日の
タイム
テーブル

　中学校の部活動から始めた吹奏
楽を今でも続けています。現在は
社会人の吹奏楽団に所属し、練習
に励んでいます。楽器はトラン
ペット、花形ですね（笑）
　そんな私のオススメスポット
は、コンクールや定期演奏会の会
場としても馴染み深い、ひたちな
か市文化会館。音の響きが心地良
く、練習場としてもオススメ。私
の青春時代の思い出が詰まった大
切な場所です。

代表者：代表取締役　安　好示
創業年：2013 年９月（平成 25 年）
資本金：500 万円
売上高：２億 471 万円（2019 年７月実績）
従業員数（男 / 女）： 29 人（25 人 / ４人）
平均年齢：40.2 歳
月平均残業時間：約 20 時間
Ｒ２年採用：新卒：１人 / それ以外：４人
初任給：18 万円～ 19.5 万円
勤務時間：9：00 ～ 18：00（年間休日 122 日）
有給休暇の平均取得日数：9.2 日 / 年
育児休業取得：男１人、女１人（Ｈ28～R１年度）

場 所：青葉町 1-1
問合せ：275-1122

ひたちなか市文化会館

働きやすい職場が、使いやすいシステムを生み出す

取材協力企業 勝田中央 10-7HL勝田中央
ビル 6F　☎ 229-1041

㈱ネクサスソフトウェアシ
ス
テ
ム
開
発
部

片
野　
俊と

し
き葵
さ
ん

ひ
た
ち
な
か
市
在
住
、
那
珂
市
出
身
。

常
磐
大
学
卒
業
後
、
平
成
28
年
入
社
。

睡眠

朝食・準備

勤務
出勤

勤務

退勤

夕食
楽器練習

入浴

昼食

日
本
の
産
業
を
支
え
る
市
内
中
小

企
業
で
い
き
い
き
と
働
く
人
た
ち

を
紹
介
し
ま
す
。
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屋外広告物の表示には許可が必要です
　住宅の敷地内や道路脇の空き地、店舗、事務所などに「屋外広告物」として店名や事
業内容などを表示する場合には、市の許可が必要です。
　屋外広告物は、良好な景観の形成や危険防止のため、県屋外広告物条例により基準が
設けられており、許可を受けなければ広告物を表示することができません。
■屋外広告物とは

　常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもので、看板・立看板・は
り紙など、建物や広告塔その他の工作物に表示されるもの（左図参照）。
■すでに屋外広告物を表示している方へ

○禁止地域に表示していませんか
条例により屋外広告物の表示が禁止されている地域があります。

○条例の許可基準（大きさ、高さなど）に適合していますか
許可基準に適合していない広告物は、速やかに撤去、移転、改修等してください。

■市の許可を受けていますか
○許可を受けていない広告物は、許可申請手続きをしてください。
○許可期間の満了後も引き続き表示する場合は、更新手続きをしてください。
○種類、数量、面積に応じて申請手数料が必要となります。

※表示する合計面積などにより、許可を必要とせず表示できる広告物や適用除外となる広告物があり

ますので、詳しくは問い合わせください。

【問合せ】都市計画課☎内線1361､2
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